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Global Issues
難民と人権

Kuniko Inoguchi

グローバル化と安全保障概念の変容

• 栗栖薫子　「人間の安全保障-主権国家システムの変容とガバナンス」　赤根谷達雄・
落合浩太郎編　『「新しい安全保障」論の視座』　亜紀書房　2001年　131頁
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人間個人を中心とした安保概念の再構成
人権への回帰

• 栗栖薫子　「人間の安全保障-主権国家システムの変容とガバナンス」　赤根谷達雄・
落合浩太郎編　『「新しい安全保障」論の視座』　亜紀書房　2001年　131頁

人権概念の起源と歴史的展開
フランス人権宣言
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国連関係人権条約

畑博行・水上千之編．1992．『国際人権法概論』、有信堂。

世界人権宣言　（前文）

　　　人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認
することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽
侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けら
れ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言された
ので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないように
するためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、諸国間の友好
関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲
章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を
再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進する
ことを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的
な尊重及び尊守の促進を達成することを誓約したので、これらの権利及び自由に対
する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を
常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある
地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進す
ること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進
的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達す
べき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
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国際人権規約
• 英語の正式名称は、 International Covenants on Human Rights。国連人権委員会は、世界人権宣
言につづいて、国際人権規約の起草作業をおこない、1966年12月の第21回国連総会において、
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」 (社会権規約またはA規約と通称 )、「市民的
及び政治的権利に関する国際規約」 (自由権規約、B規約と通称)ならびに「市民的及び政治的権
利に関する国際規約の選択議定書」(選択議定書または第1選択議定書)が採択された(いずれも
76年に発効。日本はA・B規約について79年に批准)。国際人権規約は、これらの総称であり、国際
社会が人権の分野でうちたてた金字塔である。なお、「死刑の廃止を目指す、市民的及び政治的
権利に関する国際規約の第2選択議定書」が89年に採択(91年発効)された。日本は第1、第2選択
議定書ともに批准していない。

• 国際人権規約の第1の特徴は、社会権規約および自由権規約の共通第1条に人民の自決権に関
する規定がおかれたことである。人民の自決権という、いわば集団の権利が規定されたのは、人
民の自決権の保障なくしては個人の人権もありえないという考え方による。

• 第2の特徴は、自由権と社会権を区別し、それぞれについて国家にことなる義務を課したことであ
る。すなわち、自由権規約は、締約国にただちに実施の義務を課し、さらにこのため、必要な立法
措置や権利侵害に対する効果的な救済措置をとることを義務づける。他方、社会権規約は、締約
国に対して、規約上の権利を漸進的に達成するため自国の利用可能な手段を最大限にもちいて
行動する義務を課す。両規約に列挙された諸権利は、おおむね世界人権宣言にかかげられた諸
権利に対応しており、いずれもより詳細かつ精密に規定し、条約化したものといえる。

• 国際人権規約の履行を確保するため、国家は報告義務をおい、上記の第1選択議定書にもとづく
個人通報制度が採用されている。自由権規約についての国家の報告は、規約のもとに設置された
個人の資格の委員で構成される規約人権委員会が審議し、人権尊重の実をあげるべく努力して
いる。また、個人通報制度のもとでは、自由権規約上の権利を侵害された個人が規約人権委員会
に対して通報することができる。社会権規約については、社会権規約委員会がもうけられ、これが
任にあたることになった。

• "国際人権規約," Microsoft(R) Encarta(R) Encyclopedia 2000. (C) 1993-1999 Microsoft 
Corporation. All rights reserved.

人種差別撤廃条約
[International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination]
• 1959年から60年にかけて、ナチズムの象徴であるかぎ十字の落書きや反ユ
ダヤ的事件が続発し、60年3月21日に南アフリカで開かれた反アパルトヘイ
トの平和的集会が政府の弾圧によって流血の惨事となった（この日は後に
国際人種差別撤廃デーに指定された）。国連は63年11月、人種差別撤廃宣
言を発し、65年12月条約を採択、69年1月発効した。日本について96年1月
に発効し、日本は146番目の当事国となった。禁止される人種差別は、人種、
皮膚の色、家系、民族的または種族的出身に基づく区別や除外や制約や優
先であって、政治、経済、社会、文化その他の公的な生活分野で、人権と基
本的自由の承認や享有や行使を無効にしたり、害する目的や効果を持つも
のである。この条約は、女子差別と宗教差別以外のすべての差別を扱う条
約として今日機能している。
条約の履行を確保するため人種差別撤廃委員会という国際機関が新設さ
れ、この委員会は当事国の報告を審議し、異議申し立てを受理するほか、
一定の条件で個人や団体の申し立ても受理し、審理できる。

• http://imidas.shueisha.co.jp/nyujo/search/genre.html
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アパルトヘイト犯罪条約
[International Convention on the Suppression and Punishment 

of the Crime of Apartheid]

• アパルトヘイト罪の鎮圧及び処罰に関する国際
条約．１９７３年の第２８回国連総会で採択され，
７６年に発効

• http://imidas.shueisha.co.jp/nyujo/search/genre.html

アパルトヘイト　Apartheid　
• 南アフリカで実施されていた人種差別政策。アパルトヘイトとは、アフリカーンス語で分離を意味し、支配する少数の
白人と支配される多数の非白人との厳格な人種的区別をいう。国民党は1948年の選挙キャンペーンで公式にアパル
トヘイトを提唱、選挙での勝利によって、南アフリカの支配的な政策になり、90年代までつづいた。今日では、アパルト
ヘイトの基礎となる法律はなくなったが、社会・経済・政治面での白人と非白人との不平等はのこっている。

• アパルトヘイト関連法は、国民を3つの主要な集団、白人、バントゥー(アフリカ黒人)、カラード(混血)に分類した。のち
に、アジア人(インド人、パキスタン人など)は第4のカテゴリーとしてくわえられた。そして、各集団の居住地、職業、学
校などがさだめられた。人種間の結婚が禁止され、公共施設も区別され、非白人は政府に代表をおくることさえでき
なかった。しかも、非白人にだけ、登録証の携行が義務づけられた。アパルトヘイトに反対する人は共産主義者とみ
なされ、政府は治安法によってきびしくとりしまった。

• アパルトヘイトが公式の政策になる以前にも、南アフリカは長い間人種差別と白人優位の歴史をあゆんできた。南ア
フリカ連邦の成立した1910年、議会の被選挙権は白人に限定され、13年の立法で黒人の土地所有は、南アフリカ全
土の9%(1936年に13%まで拡大)に限定された。多くのアフリカ人がこうした制限に反対し、12年にアフリカ民族会議
(ANC)が創設された。そして、50年代に公式の政策となったアパルトヘイトに対してANCは、「南アフリカは黒人であ
れ白人であれ、そこにすむ人みんなの国である」と宣言した。60年3月には、シャープビルで反アパルトヘイト蜂起が
おこり、政府の武力鎮圧によって多くの犠牲者をだした。こののち政府は、ANCをはじめとするすべてのアフリカ黒人
の政治団体を非合法化した。

• 1960年代から70年代半ばまで、政府はアパルトヘイトを分離発展政策に転換しようとした。59年に制定されたバン
トゥー自治促進法によってアフリカ人にはバントゥースタン(ホームランド)とよばれる不毛の土地を新たにわりあて、い
ずれは、南アフリカに従属する小規模の主権国家にする計画をたてた。しかし、この「独立」をアフリカ人はもちろん、
世界のどの国もみとめず、南アフリカ国内でのアパルトヘイトに抗議するストライキ、ボイコット、デモは増大した。さら
に、75年にアフリカ南部のモザンビークとアンゴラで解放と独立が実現するにおよんで、南アフリカ政府は制限をゆる
めざるをえなくなった。

• 1970年代半ばから80年代半ばにかけて、政府は黒人の労働組合をみとめ、反対派の政治活動をゆるす一連の改革
を実施した。そして、84年に実施された憲法改正で、カラードとアジア人に参政権を与え別々の議院設置をみとめ、人
種別三院制議会としたが、人口の75%をしめる黒人は依然として除外された。アパルトヘイトへの国際的批判は高ま
り、多くの国が経済制裁を実施した。そして、国内都市部での暴動が激化する中で、政府のアパルトヘイト政策はくず
れだした。90年、デクラーク新大統領は、アパルトヘイトの終結を宣言してANCの指導者マンデラを釈放、アフリカ黒
人の政治団体を合法化した。ついで、94年には黒人が投票をみとめられたはじめての議会選挙でANCが第1党とな
り、マンデラが大統領に就任した。

• "アパルトヘイト," Microsoft(R) Encarta(R) Encyclopedia 2000. (C) 1993-1999 Microsoft Corporation. All rights 
reserved.
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黒人移住区ソウェト

ジェノサイド条約
[Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide
• 正式には集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約。1948年12月、
第３回国連総会において採択され、51年１月発効。2000年８月１日
現在130カ国が当事国であるが、日本は参加していない。ジェノサイ
ド（集団殺害）は、第二次大戦中にアメリカのレムキンがその著書の
中で初めて用いた造語であり、集団それ自体の絶滅を目的とする迫
害を意味する。ナチスによるユダヤ人迫害のような行為が再び行わ
れないように条約を作る必要が強調され、これにこたえて46年12月
11日、第１回国連総会で、集団殺害が文明世界によって罪悪と認め
られた国際法上の犯罪であることが宣言され、条約化された。

http://imidas.shueisha.co.jp/nyujo/search/genre.html
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拷問禁止条約
[Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment]

正式には「拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つ
ける取扱い又は刑罰を禁止する条約」と呼ばれ、第39回国連総会が
1984年12月に採択し、署名のため開放した。75年の第30回国連総
会は、南部アフリカやチリ等に見られる劣悪な人権状況から拷問等
禁止宣言を採択し、国連人権委員会に対しこの宣言遵守のための
措置と被拘禁者保護に関する原則の作成を要請した。さらに77年の
第32回国連総会が、同宣言の具体化を図る条約案の作成を要請し、
７年越しの検討を経て成立させた。全文33カ条から成り、政府などが
必要な自白や情報を得るために加える激しい肉体的、精神的苦痛を
伴うすべての行為を禁止し、反拷問委員会を設置した。条約当事国
は2000年６月21日現在119カ国。日本は未加盟。

畑博行・水上千之編．1992．『国際人権法概論』、有信堂。

その他の人権関係条約
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国連の人権関連機関一覧

阿部浩之・今井直．1996．『国際人権法』、日本評論社

国連人権条約機関
[Human rights treaty bodies]

• 国連が中心になって採択した国際人権諸条約の主なものは、条約の履行を
確保するための委員会を設け、規定の実施の監視に努めている。具体的に
は、自由権規約委員会（市民的権利および政治的権利に関する国際規約）、
社会権規約委員会（経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約）、
人種差別撤廃委員会（人種差別撤廃条約）、女子差別撤廃委員会（女子差別
撤廃条約）、拷問禁止委員会（拷問禁止条約）、児童の権利委員会（児童の権
利条約）がある。
これらの委員会は、社会権規約委員会を除き、厳密には国連とは別組織であ
り、それぞれの条約により独特の性格を持つ。しかし、委員会の活動は、国連
総会または経済社会理事会に毎年報告され、報告書の内容や条約の批准状
況は、国連の関心事として討議されている。条約の履行確保のため、委員会
は以下のような国際的実施のための方法を採用している。 (1)国家報告制度。
条約の締約国政府が委員会に対して条約の履行状況に関する報告書を定期
的に提出し、委員会が検討する。(2)個人通報制度。個人からの通報を委員会
において受理することを受諾宣言などを通じて締約国があらかじめ承認し、委
員会が個々の通報を審査する。現在この制度を持っているのは、自由権規約、
人種差別撤廃条約、拷問禁止条約である。通報手続きを含む女子差別撤廃
条約の選択議定書が、2000年署名のために開放された。

• http://imidas.shueisha.co.jp/nyujo/search/ge
nre.html
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国連人権委員会Commission on Human Rights
　• 国連経済社会理事会の下部機関で、人権問題全般にわたる助言のほか、国際人権基準の定立と

その実施促進を目的とする機能委員会。構成国数は1947年発足当初の18から漸増して91年には
53になり、地域別にアフリカ15、アジア12、中南米12、西欧その他10、ロシア・東欧4と配分されてい
る。構成国の任期は3年、日本は82年から継続して構成国である。

• 法の定立の面では、世界人権宣言(1948)、国際人権規約(1966)の草案作成をはじめ、人種差別撤
廃条約(1965年国連総会での採択)、拷問禁止条約(1984)、子供の権利条約(1989)などを起草して
きた。また実施促進の面では、1960年代後半から人権侵害の事例についての年次公開討議や事
情調査の実施(たとえばアパルトヘイト問題)、および個人・団体から国連によせられる通報にもとづ
く非公開討議などの手続きがとりいれられ、発展してきた。96年には、旧日本軍の従軍慰安婦問題
をふくむ報告書に言及した「女性に対する暴力撤廃決議」を採択した。

• 通報は年間数十万件におよぶが、委員会審議への送付については人権小委員会で決定される。
この小委員会は人権委員会の下部機関として1947年に設立されたもので、正式には差別防止及び
少数者保護小委員会Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities
といい、委員は国連加盟国が指名する候補者から秘密投票により個人の資格で選出される26名。
世界人権宣言などにてらして、人権と基本的自由に関連するあらゆる種類の差別防止と、人種的・
民族的・宗教的・言語的な少数者の保護に関する研究をおこない、人権委員会に勧告し、人権委員
会からの要請にこたえて報告を作成する。

• 国連人権委員会はこうして事態改善を関係国にうながし、国際世論の形成をたすける機能をになっ
ている。なお、1976年の前記の国際人権規約の発効にともない、当事国の報告や個人からの通報
を審議する人権委員会Human Rights Committeeが設置されているが、これは国連人権委員会との
混同をさけるために規約人権委員会とよばれることもある。

• "国連人権委員会," Microsoft(R) Encarta(R) Encyclopedia 2000. (C) 1993-1999 Microsoft 
Corporation. All rights reserved.
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人権・人間の安全保障への脅威としての難民問題

• http://www.unhcr.or.jp/photo/photo07.html

ルワンダ難民キャンプ
1994年7月、ルワンダ難民約150万人がザイールに逃げ込み、世界最大規模の難
民キャンプはさらに膨れあがった。ザイールのゴマ地域にあるキブンバ・キャンプ
で。

難民とは
refugeeは避難民とも亡命者とも訳されるが日本は1951年の「refugeesの地位に関する条約」
に81年に加入する際、公式に難民と訳し、出入国管理及び難民認定法を制定した。一
般に難民とは、戦争や政治的宗教的迫害などの危険を逃れるために住んでいた土地
を離れざるを得なかった人のことで、自らの意思で求めた危険によって追われる政治
犯とは異なり、自分の意思とは無関係なところから生まれる危険によって追われる人。
したがって本質上、難民は大量発生を特徴とする。51年の難民条約と66年の難民議定
書はこれらの難民に一定の保護を与えるものである。一般に国家には難民保護の法
的義務はないが、少なくとも難民を迫害の待つところに追放したり送還してはならない。
これをノン・ルフールマン原則（追放・送還禁止原則　Principle of non-refoulement）とい
う。条約上、難民は人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、
または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を
有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができな
い者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない
者であり、難民と認定されれば、難民条約上の保護が受けられる。なお最近では、危
険から逃れるために土地を離れざるを得なかった人々を避難民（displaced persons）、
特に国内に留まっている人を国内避難民（IDP　internally displaced persons ）と呼び保
護の対象として、条約上の難民と合わせて、広義に難民と呼ぶ。displaced personsは、
避難民の訳語のほか、第二次世界大戦の折にドイツや日本によって強制的に移住や
労働をさせられた人を指し、強制連行者とも訳された。

• http://imidas.shueisha.co.jp/nyujo/search/genre.html
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難民保護の国際的制度
難民条約

Convention Relating to the Status of Refugees]

•
1951年7月28日、難民及び無国籍者の地位に関する国連全権会議で採択し、
54年4月22日発効（日本は82年1月1日発効）。この条約は、「51年1月1日前
に生じた事件の結果として」難民になった者にのみ適用されるため、国連は
この制約をはずす難民議定書を66年秋に承認し、これが67年10月4日に発
効した（日本は82年1月1日発効）。
条約上は締約国の難民受け入れ義務はないが、自国に滞在する難民に対
しては同化と帰化を促進し、積極的に諸種の権利を認めなければならない。
日本は難民条約加入に際し、日本国籍者に対象を限定していた国民年金
法、児童手当法などを改正し、国籍要件を撤廃した。この結果、難民ではな
いが在日韓国・朝鮮人を含む在日外国人に国民年金加入の道が開かれた。
99年10月1日現在の条約当事国は134カ国。

• http://imidas.shueisha.co.jp/nyujo/search/genre.html

難民条約加盟国

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』
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世界人権宣言　第14条

• 1　すべて人は、迫害を免れるため、他国
に避難することを求め、かつ、避難する権
利を有する。

• 2　この権利は、もつぱら非政治犯罪又は
国際連合の目的及び原則に反する行為を
原因とする訴追の場合には、援用すること
はできない。

現代世界における難民の地理的分布（2000年）

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』
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地域別難民数（2001年1月現在）

• http://www.mofa .go.jp/mofaj/gaiko/nanmin/index.html

出身国別難民数

• http://www.unhcr.or.jp/campaign/hayawakari2001.html
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UNHCR援助対象者類型別

• http://www.unhcr.or.jp/campaign/hayawakari2001.html

庇護人口の地域別推移

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』
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受入国別庇護申請者数

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』

難民の歴史

• 竹田いさみ．1991．『移民・難民・援助の政治学』、勁草書房
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難民の歴史その②

• 竹田いさみ．1991．『移民・難民・援助の政治学』、勁草書房
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インドシナ難民

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』

エチオピア難民

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』
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• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』

アフガン難民

ルワンダ・ブルンジ難民

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』
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• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』

旧ユーゴスラビア難民

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』

コソボ難民
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難民問題解消のための方策

①本国への自発的帰還

②現地への定住

③第三国定住

帰還人口の推移

• UNHCR．2000．『世界難民白書2000』


